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ま
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福
祉
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ま
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く
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る
。

表
第
一
の
一
の
項
第
八
号
中
「
第

」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
十
八
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
四
号
の

規

口
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
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日
発
行
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三
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項
ハ
中
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の

に
改
め
、
同
表
四
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項
第
一
号

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

行
規
則
（
平
成
九
年
山
口
県
規

二
十
五
号
及
び
第
二
十
六
号
」

を
第
二
十
九
号
と
し
、
第
二
十

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

則

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

山
口
県
知
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則
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ニ
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五
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」
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規
則

則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次

を
「
第
二
十
六
号
及
び
第
二
十

五
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
を

則
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こ
に
公
布
す
る
。
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設
け
る
こ
と
。

三

案
内
所
を
設
け
る
場
合

別
表
第
二
の
一
の
表
十
四
の

一

車
い
す
使
用
者
用
便
房

に
定
め
る
構
造
の
昇
降
機

に
、
車
い
す
使
用
者
用
便

た
案
内
板
そ
の
他
の
設
備

用
駐
車
施
設
又
は
当
該
昇

二

車
い
す
使
用
者
用
便
房

け
ら
れ
て
い
る
施
設
に
あ

等
の
浮
き
彫
り
、
音
に
よ

別
表
第
二
の
一
の
表
十
の
項

ハ

車
い
す
使
用
者
用
便

る
構
造
と
す
る
こ
と
。

有
効
幅
員
は
、
八

戸
を
設
け
る
場
合

開
閉
し
て
通
過
で
き

別
表
第
二
の
一
の
表
十
三
の

繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
一
号
か

上
」
を
「
用
途
面
積
が
五
十
平

「
、
壁
掛
式
の
小
便
器
（
受
け

他
こ
れ
ら
に
」
に
改
め
、
同
表

は
彩
度
の
差
が
大
き
い
こ
と
」

二
十
六
号
」
に
改
め
、
同
表
十

メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ

造
の
浴
室
」
の
下
に
「
又
は
シ

出
入
口
は
、
ハ
に

「
同
項
第
二
十
六
号
」
に
改
め

及
び
第
二
十
五
号
に
掲
げ
る
施

七
号
ま
で
、
第
十
号
か
ら
第
十

三
号
及
び
第
二
十
六
号
に
掲
げ

り
、
卸
売
市
場
を
除
く
。
）
」

（
卸
売
市
場
を
除
く
。
）
で
用

十
二
号
」
を
「
同
項
第
二
十
四

に
は
、
前
二
号
の
規
定
は
、
適
用

項
第
一
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ニ

、
車
い
す
使
用
者
用
駐
車
施
設
又

が
設
け
ら
れ
て
い
る
施
設
に
あ
っ

房
、
車
い
す
使
用
者
用
駐
車
施
設

を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
車
い

降
機
の
配
置
を
容
易
に
視
認
で
き

又
は
十
四
の
項
第
二
号
ホ
若
し
く

っ
て
は
、
車
い
す
使
用
者
用
便
房

る
案
内
、
点
字
等
の
方
法
に
よ
り

中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の

房
及
び
当
該
便
房
が
設
け
ら
れ
て

十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る

に
は
、
自
動
的
に
開
閉
す
る
構
造

る
構
造
と
し
、
か
つ
、
そ
の
前
後

項
中
第
六
号
を
第
九
号
と
し
、
第

ら
第
三
号
ま
で
と
し
て
次
の
三
号

方
メ
ー
ト
ル
以
上
」
に
改
め
、
同

口
の
高
さ
が
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー

五
の
項
ロ

及
び
ハ

中
「
の
差

に
改
め
、
同
表
九
の
項
第
一
号
中

の
項
中
「
客
室
の
数
が
二
百
以
上

、
客
室
の
総
数
が
五
十
以
上
」
に

ャ
ワ
ー
室
」
を
加
え
、
同
項
ハ
に

定
め
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

、
同
号
ホ
中
「
別
表
第
一
の
一
の

設
（
遊
技
場
を
除
く
。
）
」
を
「

四
号
ま
で
、
第
十
七
号
か
ら
第
十

る
施
設
（
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設

に
改
め
、
「
、
同
項
第
三
号
、
第

途
面
積
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

号
」
に
、
「
一
日
当
た
り
の
平
均

一

し
な
い
。

ま
で
」
に
改
め
、
「
以
上
」
の
下

は
十
四
の
項
第
二
号
ホ
若
し
く
は

て
は
、
当
該
施
設
又
は
そ
の
敷
地

又
は
当
該
昇
降
機
の
配
置
を
表
示

す
使
用
者
用
便
房
、
車
い
す
使
用

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

は
ヘ
に
定
め
る
構
造
の
昇
降
機
が

又
は
当
該
昇
降
機
の
配
置
を
、
文

視
覚
障
害
者
に
示
す
た
め
の
設
備

よ
う
に
加
え
る
。

い
る
便
所
の
出
入
口
は
、
次
に
定

こ
と
。

そ
の
他
の
車
い
す
使
用
者
が
容
易

に
高
低
差
が
な
い
こ
と
。

一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
三
号
ず

を
加
え
る
。

項
第
二
号
中
「
そ
の
他
こ
れ
に
」

ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
そ

が
大
き
い
こ
と
等
」
を
「
、
色
相

「
同
項
第
二
十
五
号
」
を
「
同
項

」
を
「
、
用
途
面
積
が
二
千
平

改
め
、
同
項
ハ
中
「
次
に
定
め
る

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

項
第
二
号
、
第
十
一
号
、
第
十
二

別
表
第
一
の
一
の
項
第
一
号
か
ら

九
号
ま
で
、
第
二
十
二
号
、
第
二

に
あ
っ
て
は
特
別
支
援
学
校
に

四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
施

上
の
も
の
」
を
削
り
、
「
同
項
第

的
な
利
用
者
の
人
数
が
五
千
人

に ヘ内し者設字を めにつ をの又第方構 号第十限設二以

規

則
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め
、別

「「「

の 駐

削
り

山 口

別
差
が別

利
用

旅
客別

二
十

「
、

（定期）県 報

別別

第 号

「
別中

以
上

る
案

す
る
。

同
表
六
の
項
中
「
及
び
第
二
十
八

記
第
三
号
様
式
中

築
建

１

園
公

２
物

築
建

１

す
供

に
用
の

車

園
公

２
物

積
面

分
部

る

、
同
様
式
の
注
６
中
「

築
建

び
及

表
第
二
の
一
の
表
十
五
の
項
第
二

大
き
い
こ
と
」
に
改
め
、
「
い
う

表
第
二
の
二
の
表
一
の
項
第
六
号

す
る
施
設
に
至
る
」
を
「
多
数
の

施
設
、
官
公
庁
施
設
、
福
祉
施
設

表
第
三
の
一
の
項
中
「
及
び
第
二

六
号
か
ら
第
二
十
八
号
ま
で
」
に

ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
及
び
駐
車
料
金
を

昇
降
機
の
付
近
に
は
、
当

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
旨

表
第
二
の
一
の
表
十
四
の
項
第
二

か
ご
は
、
有
効
幅
員
が

十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

表
第
二
の
一
の
表
十
四
の
項
第
二

昇
降
機
の
付
近
に
は
、
当

る
こ
と
。

（
ニ
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

ニ

公
共
的
施
設
が
公
共
用
歩
廊

を
通
過
し
、
そ
の
他
方
の
側
の

部
分
に
限
る
。
）

表
第
二
の
一
の
表
十
四
の
項
第
二

「
床
面
積
は
、
一
・
八
三
平
方
メ

」
に
改
め
、
同
号
ホ

中
「
点

内
、
点
字
等
の
方
法
に
よ
り
」
に

号
」
を
「
、
第
二
十
五
号
及
び

駐
外

路
い

な
で

物
築

建
３

場
車

場
車

駐
外

路
い

な
で

物

」
を
削

号
イ
中
「
の
差
が
大
き
い
こ
と

。
」
の
下
に
「
以
下
同
じ
。
」

中
「
鉄
道
等
の
交
通
機
関
の
施

視
覚
障
害
者
が
日
常
生
活
又
は

そ
の
他
の
施
設
の
相
互
間
の
経

十
四
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で

改
め
、
同
表
四
の
項
中
「
並
び

徴
収
し
な
い
路
外
駐
車
場
」
を

該
昇
降
機
及
び
乗
降
ロ
ビ
ー
が

が
見
や
す
い
方
法
に
よ
り
表
示

号
ヘ

を
次
の
よ
う
に
改
め

七
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で

で
あ
る
こ
と
。

号
ヘ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

該
昇
降
機
で
あ
る
旨
が
見
や
す

そ
の
す
べ
て
）
」
を
加
え
、
同

で
あ
る
場
合

そ
の
一
方
の
側

道
等
ま
で
の
経
路
（
当
該
公
共

号
ホ
中
「
及
び

」
を
「
か
ら

ー
ト
ル
以
上
」
を
「
有
効
幅
員

字
に
よ
り
表
示
す
る
等
」
を
「

改
め
、
同
号
ホ
に
次
の
よ
う
に

第
二
十
九
号
」
に
改
め
る
。

」
を

」
に
改
め
、

」

り
、
同
注
中

を
削
り
、

を

等
」
を
「
、
色
相
又
は
彩
度
の

を
加
え
る
。

設
か
ら
多
数
の
視
覚
障
害
者
が

社
会
生
活
に
お
い
て
利
用
す
る

路
を
構
成
す
る
」
に
改
め
る
。

」
を
「
、
第
二
十
四
号
及
び
第

に
同
表
の
四
の
項
」
を
削
り
、

「
及
び
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
」
に
改

か
ら

ま
で
に
定
め
る
基
準

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

る
。

あ
り
、
か
つ
、
奥
行
き
が
百
二

い
方
法
に
よ
り
表
示
さ
れ
て
い

号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

の
道
等
か
ら
当
該
公
共
用
歩
廊

用
歩
廊
又
は
そ
の
敷
地
に
あ
る

ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ホ

は
、
百
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

文
字
等
の
浮
き
彫
り
、
音
に
よ

加
え
る
。

を

別
記
第
四
号
様
式
及
び
別
記
第
五
号
様
式
中

二



平成

一

年 月 日 火曜日

山
漁

り
、

同
意当

山 口 県

よ等項前

（定期）報

（
施

１（
経

２
の共つ

３

第 号

「「

届
出
事
項

口
県
告
示
第
四
号

船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十

を
求
め
る
た
め
、
次
の
一
の
と
お

該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
は

平
成
二
十
二
年
一
月
十
二
日

り
新
た
に
条
例
第
十
八
条
の
規
定

を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
改

中
「
当
該
届
出
に
係
る
特
定
公
共

」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
二
十
二

告

行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
六

過
措
置
）

改
正
後
の
山
口
県
福
祉
の
ま
ち
づ

規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日

的
施
設
の
新
築
等
に
つ
い
て
適
用

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

平
成
二
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
同

築
建

１

園
公

２
物

築
建

１

園
公

２
物

附

則

和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）

七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百

り
事
前
届
出
が
あ
っ
た
。

、
次
の
二
に
よ
り
縦
覧
に
供
す

山
口
県
知

に
よ
る
届
出
を
要
す
る
こ
と
と

正
後
の
規
則
第
七
条
第
二
項
の

的
施
設
の
新
築
等
の
工
事
に
着

年
六
月
三
十
日
」
と
す
る
。

示

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

く
り
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「

（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。

し
、
施
行
日
前
に
工
事
に
着
手

。月
三
十
日
ま
で
の
間
に
、
改
正

駐
外

路
い

な
で

物
築

建
３

場
車

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

る
。

事

二

井

関

成

な
る
特
定
公
共
的
施
設
の
新
築

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

手
し
よ
う
と
す
る
日
の
三
十
日

改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）

）
以
後
に
工
事
に
着
手
す
る
公

し
た
公
共
的
施
設
の
新
築
等
に

後
の
規
則
別
表
第
三
の
規
定
に

」
を

」
に
改
め
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
十
二

地

名

及

び

番

山
陽
小
野
田
市
大
字
郡
字
戸

ケ

の
二
二
及
び
三
八
二
の
二
並
び
に

四
〇
九
の
四
及
び
四
〇
九
の
四
地

加
入
区

縦

由
宇
加
入
区

平
成
二
十
二

山
口
県
告
示
第
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し

そ
の
関
係
図
面
は
、
宇
部
土

加
入
区

発

住

由
宇
加
入
区

岩
国
市
由
宇

〃

〃

二

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

日

山
口

地

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

原
三
六
九

字
東
為
政

先

四
・
〇

九
・
六

覧

期

間

年
一
月
十
二
日
か
ら
同
月
二
十
六

年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二

た
。

木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦

起

人

所

氏

町
港
二
丁
目
一
三
番
一
七
号

橋

一
五
番
五
号

重

三

県
知
事

二

井

関

成

長

（
メ
ー
ト
ル
）

道
路
の
敷
地
と
な

る
土
地
の
面
積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

五
一
・
二

三
一
九
・
八
五

縦

覧

場

所

日
ま
で

由
宇
漁
業
協
同
組
合

条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道

覧
に
供
す
る
。

名

漁
船
損
害
等
補
償
法

百
十
三
条
第
一
項
の

出
を
す
る
漁
業
協
同

合

本

吉
信

由
宇
漁
業
協
同
組
合

本

國
雄

路 第申組

告

示



平
成
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平
成
二
十
二
年
一
月
十
二
日
印
刷

十
二
年
一
月
十
二
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁事


